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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂質含有植物原料の処理のための方法であって、少なくとも部分的に可溶化された脂質
含有植物原料の液体懸濁液を１つまたはそれ以上の脂質修飾酵素で処理する工程を含む方
法。
【請求項２】
　少なくとも部分的に可溶化された脂質含有植物原料の液体懸濁液が本質的にデンプンを
含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも部分的に可溶化された脂質含有植物原料の液体懸濁液の約５０％未満、例え
ば、約４０％未満、例えば、約３０％未満、例えば、約２０％未満、例えば、約１０％未
満、例えば、約６％未満、例えば、約３％未満、例えば、約１％未満（ｗ／ｗ）がデンプ
ンまたはデンプンを含む成分、例えば、穀粉である、請求項１または２のいずれかに記載
の方法。
【請求項４】
　該少なくとも部分的に可溶化された植物原料を得るために脂質含有植物原料の液体懸濁
液を処理する、先立つ工程、または同時の工程をさらに含み、少なくとも部分的に可溶化
された植物原料を得るための該処理がキシラナーゼ、およびセルラーゼ、例えば、セロビ
オヒドロラーゼ、エンド－グルカナーゼ、およびベータ－グルカナーゼからなる群から選
択される１つまたはそれ以上の細胞壁修飾酵素での処理である、請求項１－３のいずれか
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に記載の方法。
【請求項５】
　該１つまたはそれ以上の脂質修飾酵素が、トリアシルグリセロールリパーゼ、ホスホリ
パーゼおよびガラクトリパーゼからなる群から選択される、請求項１－４のいずれかに記
載の方法。
【請求項６】
　該植物原料が穀物ふすまである、請求項１－５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　該穀物ふすまを産業製粉プロセスから得、５００μｍ未満、例えば、４００μｍ未満、
例えば、２００μｍ未満の平均粒径を得るためにさらに製粉する、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　該植物原料が、植物原料の加工処理由来の二次生産物、例えば、植物油精製由来のせっ
けん材料、醸造業者使用済み穀物または穀物蒸留粕（ＤＤＧＳ）である、請求項１－７の
いずれかに記載の方法。
【請求項９】
　さらなる酵素活性を不活性化するために、修飾された脂質、例えば、機能性脂質を含む
得られる組成物をさらに処理する、請求項１－８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　得られる乾物　対　乾物植物原料で決定されるとき、該植物原料の可溶化度が、１５％
以上、例えば、２５％以上、例えば、３５％以上、例えば、４０％以上、例えば、５０％
以上、例えば、４０％－６０％の範囲、例えば、５０％－６０％の範囲である、請求項１
－９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　得られる可溶性画分中の乾物　対　乾物植物原料で決定されるとき、脂質および修飾さ
れた脂質、例えば、機能性脂質の全含有量が、少なくとも約０．０５％、例えば、少なく
とも約１．０％、例えば、０．０５－５％の範囲である、請求項１－１０のいずれかに記
載の方法。
【請求項１２】
　１つまたはそれ以上の脂質修飾酵素での該処理が、５％以上、例えば、１０％以上、例
えば、２５％以上、例えば、５０％以上のホスファチジルイノシトールをリゾホスファチ
ジルイノシトール（リゾ－ＰＩ）へ変換する、請求項１－１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１－１２のいずれかに記載の方法により生産される組成物。
【請求項１４】
　食品の生産のための、またはバイオエタノールの生産のための請求項１３に記載の組成
物の使用。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の使用により得られる食品。
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